
規 則

�愛媛県規則第４号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第９条 省略

（寄附金税額控除を受けることができる寄附金）

第１０条 愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第

１４条の２第１項第３号ウの規則で定める寄附金は、次に掲げる寄

附金とする。

� 県内に主たる事務所を有しない学校法人（私立学校法（昭和

２４年法律第２７０号）第３条に規定する学校法人をいう。）又は

独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）

第２条第１項に規定する独立行政法人をいう。）であつて、県

内に学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学

校、同法第１２４条に規定する専修学校又は同法第１３４条第１項に

規定する各種学校を設置するものに対する寄附金

� 県内に主たる事務所を有しない社会福祉法人（社会福祉法

（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人をい

う。）であつて、県内に同法第２条第２項に規定する第一種社

会福祉事業の経営に係る施設を設置するものに対する寄附金

（免税軽油の引取り等に係る報告の期限の特例が適用される者）

第１１条 愛媛県県税賦課徴収条例 第

６０条の１０に規定する規則で定める者は、免税軽油使用者証を提示

して免税証の交付を受けた者のうち、次に掲げる者とする。

�・� 省略

２ 省略

第９条 省略

（免税軽油の引取り等に係る報告の期限の特例が適用される者）

第１０条 愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第

６０条の１０に規定する規則で定める者は、免税軽油使用者証を提示

して免税証の交付を受けた者のうち、次に掲げる者とする。

�・� 省略

２ 省略

発 行 愛 媛 県
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告 示

�������
�愛媛県告示第１９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、南宇和郡愛南町城辺、緑、増田、広見及び中川地域に係る県

営土地改良事業計画を変更したので、同条第６項において準用する

同法第８７条第５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画

書の写しを縦覧に供する。

平成２１年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・南宇和地区）変更計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成２１年２月１６日から３月１３日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場本庁及び一本松支所

�������
�愛媛県告示第１９７号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２１年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

大洲市河辺町北平４２４９

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

大洲市長浜町今坊甲１から甲４まで、甲７、甲１０の１、甲１３、

甲１５、甲１６、甲１８から甲２１まで、甲２４から甲２６まで、甲５３、甲

５４の１、甲５５、甲５８の２、甲１１２の１、甲３８７、甲３８９、甲３

９０、甲６３９、甲６４１、甲６４３から甲６４５まで、甲６５４、甲７９０、

甲７９２の１、甲７９２の２、甲７９５から甲７９９まで、甲８００の１、

甲８００の２、甲８０１の１、甲８０５、甲８０７、甲８０９の２、甲８

１１、甲８１４から甲８１６まで、甲８１９、甲８２１、甲８２２、甲８２３

の１、甲８２４の１、甲８２６の１、甲８４５、甲８４８、甲８６０、甲

８６１、甲８６３、甲８６６、甲８７６、甲８７６の２、甲８７７、甲８７９

の２、甲８８４から甲８８６まで、甲８８８から甲８９０まで、甲８９２

から甲８９５まで、甲８９６の１、甲９０２、甲９０３、甲９０４の１、

甲９０４の２、甲９０５、甲９０６の１、甲９０７から甲９１１まで、甲

９１４から甲９１６まで、甲１０２４の１、甲１３３０、甲１３３１の１、甲１３

３１の２、甲１３３２、甲１３３６、甲１３３８の１、甲１３５７、乙１の１、乙

１の３、乙１の５、乙１の６、乙１の８から乙１の１２まで、乙

１の１５、乙１の１７、乙１の１８、乙１の２０、乙１の２１、乙１の２７、

乙２の１、乙２の２、乙３、乙４の１、乙４の５から乙４の９

まで、乙４の１２、乙４の１３、乙４の１６から乙４の２０まで、乙４

の２４から乙４の２６まで、乙４の３６、乙４の３７、乙４の４０、乙５

から乙８まで、乙１１の１、乙１１の３、乙１１の４、乙１１の７、乙

１１の８、乙１１の１０から乙１１の１２まで、乙１１の１４、乙１１の１７、乙

１１の１９、乙１１の２０、乙１１の２２から乙１１の２６まで、乙１１の２８から

乙１１の３２まで、乙１１の３４から乙１１の４０まで、乙１１の４３から乙１１

第１号様式（第１条 関係） 第１号様式（第１条、第１０条関係）

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県告示第１９５号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２１年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

中萩薬局 新居浜市中萩町２番３号 株式会社アガスト 精神通院医療
（薬局）

平成２１年
１月１日

チェリー薬局垣生店 新居浜市垣生一丁目７番２１号 有限会社チェリー薬局 精神通院医療
（薬局）

平成２１年
２月１日

有限会社みどり調剤薬局 松山市三番町六丁目２番地１５ 有限会社みどり調剤薬局 精神通院医療
（薬局）

平成２１年
２月１日

ウェル薬局 松山市朝生田町一丁目５－１８ 有限会社コスモフィールド 精神通院医療
（薬局）

平成２１年
２月１日

そうごう薬局今治東店 今治市松本町一丁目７－１１ 総合メディカル株式会社 精神通院医療
（薬局）

平成２１年
２月１日

愛 媛 県 報平成２１年２月１３日 第２０３９号
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の４６まで、乙１１の５０、乙１１の５３、乙１１の６０、乙１１の６４、乙１１の

６６、乙１１の６８、乙１１の７０、乙１１の７３、乙１１の７５、乙１２の１、乙

１２の２、乙１２の５、乙１２の６、乙１２の８、乙１２の９、乙１３の１、

乙１４、乙１６から乙１９まで、乙２４の１、乙２４の２、乙２６、乙２７、

乙２９の１、乙２９の２、乙３０の１、乙３０の２、乙３１の１から乙３１

の３まで、乙３２、乙３３の１、乙３４の１、乙３４の２、乙３５、乙３６

の１から乙３６の４まで、乙３７、乙３８の１、乙３８の２、乙４１、乙

４４の１から乙４４の３まで、乙４５の１、乙４５の２、乙４７の１、乙

４７の２、乙４８、乙４９の１、乙５０、乙５１の１、乙５１の２、乙５６、

乙５７、乙５９、乙６４、乙６７から乙７４まで、乙７６、乙７８から乙８１ま

で、乙８２の１、乙８２の３、乙８３、乙９０の１、乙９２、乙９９、乙１

０１、乙１０５の１、乙１０５の２、乙１０７、乙１０８の１、乙１１０、

乙１１２、乙１１４の１、乙１１５、乙１１８の１、乙１２０、乙１６５の

１、乙１６５の２、乙１６６の１、乙１７３の１、乙１７４の１から乙

１７４の６まで、乙１７５の１、乙１７５の２、乙１７６の２、乙１７８

から乙１８１まで、乙１８４の３、乙１８５の１、乙１８５の２、乙１

８５の４、乙１８５の５、乙１８６の１、乙１８６の２、乙１８８の１、

乙１８９の１、乙１８９の８、乙１９０の１、乙１９２の２、乙１９２の

７、乙２００の１から乙２００の３まで、乙２０１の１、乙２０１の３、

乙２０６、乙２５０の３、乙２５２、乙２５５、乙２５７の２、乙７８９の

１、乙７８９の２、乙７９０、乙７９２、乙７９３、乙７９４の１、乙７

９４の６、乙８０２、乙８０３、乙８１２から乙８１５まで、乙８１７、乙

８２０の１、乙８２４の１、乙８２４の２、乙８３０、乙８３３、乙８４０

の１、乙８４２、乙８５５、乙８５６の１、乙８５６の２、乙８５７、乙

８５８、乙８６１、乙８６９、乙８７１から乙８７３まで、乙８７９の１、

乙８８０の１、乙８８１から乙８８３まで、乙８８６の１、乙８８７、乙

８８８の１、乙８８８の３、乙８８９の１、乙８８９の２、乙８９１の１、

乙８９７、乙８９８、乙９００、乙９０６の１、乙９０７、乙９０８の１、

乙９０９の１、乙９０９の２、乙９１５から乙９１７まで、乙９２２、乙

９２３の１、乙９２４の３、乙９３４の１から乙９３４の３まで、乙９

３７、乙９４０、乙９４１、乙９４５、乙９４７の１、乙９４７の６から乙

９４７の９まで、乙９４７の１２から乙９４７の１５まで、乙９４８、乙９

５０、乙９５２、乙９５３の１、乙９５４の１から乙９５４の３まで、乙

９５５の１、乙９５６、乙９５７、乙９６３から乙９６５まで、乙９６７か

ら乙９７０まで、乙９７３、乙９７４の１、乙９７５の１、乙９７６の１、

乙９７７、乙９７９の１、乙９８０、乙９８１の１、乙９８１の２、乙９

８２、乙９８３、乙９８６の１、乙９８７から乙９８９まで、乙９９１、乙

９９５の１、乙９９６、乙９９７の２、乙１０００、乙１００１の１、乙１００１

の２、乙１００２、乙１００５、乙１００６、乙１００８の１、乙１００８の２、乙

１００８の７から乙１００８の１０まで、乙１００９の１、乙１００９の２、乙１０

０９の４、乙１００９の５、乙１００９の７から乙１００９の９まで、乙１００９

の１１から乙１００９の１７まで、乙１００９の１９、乙１００９の２２、乙１００９の

２３、乙１００９の２９、乙１００９の３１、乙１００９の３３、乙１００９の３５、乙１０

１０の１、乙１０１０の２、乙１０１２の１、乙１０１２の２、乙１０１４、乙１０

１５、乙１０１８から乙１０２０まで、乙１０２２の３、乙１０２５の２、乙１０２５

の３、乙１０２８、乙１０３０の１、乙１０３１の１、乙１０３２の１、乙１０３２

の４から乙１０３２の７まで、乙１０３２の９、乙１０３２の１０、乙１０３２の

１２、乙１０３２の１５、乙１０３４の１、乙１０３４の４、乙１０３４の５から乙

１０３４の７まで、乙１０３４の９、乙１０３４の１０、乙１０３４の１２から乙１０

３４の１５まで、乙１０３４の１９、乙１０３４の２１、乙１０３４の２３、乙１０３４の

２４、乙１０３４の２６、乙１０３５、乙１０３６、乙１０４０、乙１０４３から乙１０４５

まで、乙１０４８から乙１０５０まで、乙１０５４、乙１０５７の１、乙１０６３、

乙１０６５の１、乙１０６６の１、乙１０６６の２、乙１０６７の１、乙１０６９、

乙１０７０の１、乙１０７０の２、乙１０７１の１、乙１０７２の１、乙１０７３の

１、乙１０７７の１、乙１０７８の１、乙１０７８の２、乙１０７９の１、乙１０

７９の２、乙１０８０の１、乙１０８０の２、乙１０８１、乙１０８２、乙１０８４の

１、乙１０８９、乙１０９０、乙１０９２の１、乙１０９２の３、乙１０９２の４、

乙１０９３、乙１０９９の２、乙１１００、乙１１０１の１、乙１１０１の２、乙１１

０３、乙１１０４の１、乙１１０４の２、乙１１０５の１から乙１１０５の３まで、

乙１１０９の１、乙１１１０、乙１１１２、乙１１１６、乙１１２１、乙１１２２、乙１１

２５の１、乙１１３８、乙１１４０、乙１１４２、乙１１４９、乙１１５２の２、乙１１

５４、乙１１５５の２、乙１１５６の１、乙１１５７、乙１１５８、乙１１６０の１、

乙１１６５、乙１１６６の１、乙１１７３の１、乙１１７５、乙１２４４、乙１２４５の

１、乙１２４６、乙１２４８、乙１２６２、乙１２６６の２、乙１２７５、乙１２７６、

乙１２８１、乙１２８３の１、乙１２８４の１、乙１２８５から乙１２８７まで、乙

１２９０の１、乙１２９２から乙１２９５まで、乙１３００の１、乙１３０２、乙１３

０３、乙１３０６の１、乙１３０６の２、乙１３０７、乙１３０８、乙１３１０、乙１３

１２、乙１３１３、乙１３１４の１から乙１３１４の３まで、乙１３１４の５、乙

１３１４の６、乙１３１４の８、乙１３１６の１、乙１３１７、乙１３２０の１、乙

１３２０の２、乙１３２１、乙１３２９の１、乙１３４２の１、乙１３４２の２、乙

１３４５の１、乙１３４５の２、乙１３４６の１、乙１３４６の２、乙１３４８から

乙１３５０まで、乙１３５５、乙１３５６の１、乙１３５８、乙１３６０、乙１３６３か

ら乙１３６６まで、乙１３７２の１、乙１３８５、乙１３８７、乙１３９０、乙１３９２

の１、乙１３９４、乙１３９５、乙１３９６の１から乙１３９６の４まで、乙１３

９６の８、乙１３９６の９、乙１４０１、乙１４０５、乙１４０６、乙１４０８から乙

１４１２まで、乙１４１３の１、乙１４１３の２、乙１４１４の１、乙１４１５の１、

乙１４１５の２、乙１４１６、乙１４１７の１から乙１４１７の３まで、乙１４１７

の１１、乙１４１７の１２、乙１４１７の１４、乙１４１７の１６、乙１４１８の１、乙

１４１８の２、乙１４２３の１、乙１４２４、乙１４２５の１、乙１４２７の１から

乙１４２７の４まで、乙１４２８の１、乙１４２８の２、乙１４２９の１から乙

１４２９の４まで、乙１４２９の６、乙１４２９の７、乙１４３３の１、乙１４３３

の２、乙１４３６、乙１４３７、乙１４３９から乙１４４３まで、乙１４４５から乙

１４４９まで、乙１４５６から乙１４５９まで、乙１４６２、乙１４６３、乙１４６５か

ら乙１４７３まで、乙１４７５の１、乙１４７５の２、乙１４７６の１、乙１４７６

の２、乙１４７８の１から乙１４７８の４まで、乙１４７９、乙１４８２、乙１４

８６の１、乙１４８６の３、乙１４８６の５、乙１４８７の１、乙１４８７の３、

乙１５０５、乙１５０６の２、乙１５０６の３、乙１５０７の１から乙１５０７の３

まで、乙１５０８の１、乙１５１８の１、乙１５４８の１、乙１５４８の２、乙

１５５８、乙１５５９、乙１５６１、乙１５６２、乙１５６５の３、乙１５７２の１、乙

１５７３、乙１５７４

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並びに大

洲市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項
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（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２１年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２１年２月１３日から２月２７日まで

�������
�愛媛県告示第１９９号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項及び第８条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成２１年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

峰地区
３８５－
�－８７
７�

喜多郡
内子町
吉野川
峰（次
の図の
とお
り）

急傾斜地
の崩壊

峰地区
３８５－
�－８７
７�

喜多郡
内子町
吉野川
峰（次
の図の
とお
り）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

徳谷地
区
３８５－
�－８７
９�

喜多郡
内子町
日野川
徳谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

徳谷地
区
３８５－
�－８７
９�

喜多郡
内子町
日野川
徳谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

薬師堂
地区
３８５－
�－８９
４�

喜多郡
内子町
上川薬
師堂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

薬師堂
地区
３８５－
�－８９
４�

喜多郡
内子町
上川薬
師堂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

京の森
地区
３８５－
�－８９
７�

喜多郡
内子町
寺村京
の森
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

京の森
地区
３８５－
�－８９
７�

喜多郡
内子町
寺村京
の森
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上源台
地区
３８５－
�－９０
１�

喜多郡
内子町
南山上
源台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上源台
地区
３８５－
�－９０
１�

喜多郡
内子町
南山上
源台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中組地
区
３８５－
�－９０
２�

喜多郡
内子町
南山中
組（次
の図の
とお
り）

急傾斜地
の崩壊

中組地
区
３８５－
�－９０
２�

喜多郡
内子町
南山中
組（次
の図の
とお
り）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宮ノ首
地区
３８５－
�－９０
３�

喜多郡
内子町
南山宮
ノ首
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宮ノ首
地区
３８５－
�－９０
３�

喜多郡
内子町
南山宮
ノ首
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

天神下
地区
３８５－
�－２６
０３�

喜多郡
内子町
立石天
神下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

天神下
地区
３８５－
�－２６
０３�

喜多郡
内子町
立石天
神下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

畑谷川
３８５－
１１１９

喜多郡
内子町
臼杵本
成（次
の図の
とお
り）

土石流 畑谷川
３８５－
１１１９

喜多郡
内子町
臼杵本
成（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

桜原川
３８５－
１１２３

喜多郡
内子町
中田渡
桜原
（次の
図のと
おり）

土石流 桜原川
３８５－
１１２３

喜多郡
内子町
中田渡
桜原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

イナヤ
谷川
３８５－
１１２５

喜多郡
内子町
寺村泉
（次の
図のと
おり）

土石流 イナヤ
谷川
３８５－
１１２５

喜多郡
内子町
寺村泉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

林慶川
３８５－
１１２６

喜多郡
内子町
寺村林
慶（次
の図の
とお
り）

土石流 林慶川
３８５－
１１２６

喜多郡
内子町
寺村林
慶（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

七瀬谷
川
３８５－
１１２７

喜多郡
内子町
日野川
道徳
（次の
図のと
おり）

土石流 七瀬谷
川
３８５－
１１２７

喜多郡
内子町
日野川
道徳
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ウマジ
谷川
３８５－
１１２８

喜多郡
内子町
日野川
日野泉
（次の
図のと
おり）

土石流 ウマジ
谷川
３８５－
１１２８

喜多郡
内子町
日野川
日野泉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西左大
平谷川
３８５－
１１２９

喜多郡
内子町
大平中
組（次
の図の
とお
り）

土石流 西左大
平谷川
３８５－
１１２９

喜多郡
内子町
大平中
組（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

大平川
３８５－
１１３０

喜多郡
内子町
大平上
組（次
の図の
とお
り）

土石流 大平川
３８５－
１１３０

喜多郡
内子町
大平上
組（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

モチユ
谷川
３８５－
１１３２

喜多郡
内子町
本川寺
成（次
の図の
とお
り）

土石流 モチユ
谷川
３８５－
１１３２

喜多郡
内子町
本川寺
成（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

オカン
谷川
３８５－
１１３５

喜多郡
内子町
中川藤
井（次
の図の
とお
り）

土石流 オカン
谷川
３８５－
１１３５

喜多郡
内子町
中川藤
井（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

フロノ
オク谷
川
３８５－
１１３７

喜多郡
内子町
中川鎌
土（次
の図の
とお
り）

土石流 フロノ
オク谷
川
３８５－
１１３７

喜多郡
内子町
中川鎌
土（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

亀ヶ谷
川
３８５－
１１３９

喜多郡
内子町
中川亀
ヶ谷
（次の
図のと
おり）

土石流 亀ヶ谷
川
３８５－
１１３９

喜多郡
内子町
中川亀
ヶ谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

愛 媛 県 報平成２１年２月１３日 第２０３９号
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猪谷川
３８５－
１１４０

喜多郡
内子町
上川今
生（次
の図の
とお
り）

土石流 猪谷川
３８５－
１１４０

喜多郡
内子町
上川今
生（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

今生谷
川
３８５－
１１４１

喜多郡
内子町
上川今
生（次
の図の
とお
り）

土石流 今生谷
川
３８５－
１１４１

喜多郡
内子町
上川今
生（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

岩岡谷
川
３８５－
１１４２

喜多郡
内子町
上川久
保成
（次の
図のと
おり）

土石流 岩岡谷
川
３８５－
１１４２

喜多郡
内子町
上川久
保成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

祝谷川
３８５－
１１４６

喜多郡
内子町
中川祝
谷（次
の図の
とお
り）

土石流 祝谷川
３８５－
１１４６

喜多郡
内子町
中川祝
谷（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

クロケ
谷川
３８５－
１１４９

喜多郡
内子町
本川宮
原（次
の図の
とお
り）

土石流 クロケ
谷川
３８５－
１１４９

喜多郡
内子町
本川宮
原（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

タイフ
谷川
３８５－
１１５０

喜多郡
内子町
本川寺
成（次
の図の
とお
り）

土石流 タイフ
谷川
３８５－
１１５０

喜多郡
内子町
本川寺
成（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

矢が谷
川
３８５－
１１５３

喜多郡
内子町
本川船
戸（次
の図の
とお
り）

土石流 矢が谷
川
３８５－
１１５３

喜多郡
内子町
本川船
戸（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

樽奥谷
川
３８５－
１１５４

喜多郡
内子町
小田町
村下
（次の
図のと
おり）

土石流 樽奥谷
川
３８５－
１１５４

喜多郡
内子町
小田町
村下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

豊谷川
３８５－
１１５５

喜多郡
内子町
寺村京
の森
（次の
図のと
おり）

土石流 豊谷川
３８５－
１１５５

喜多郡
内子町
寺村京
の森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

相ノ木
川
３８５－
１１５８

喜多郡
内子町
立石天
神上
（次の
図のと
おり）

土石流 相ノ木
川
３８５－
１１５８

喜多郡
内子町
立石天
神上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下中組
谷川
３８５－
１１５９

喜多郡
内子町
立石天
神上
（次の
図のと
おり）

土石流 下中組
谷川
３８５－
１１５９

喜多郡
内子町
立石天
神上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

日浦谷
川
３８５－
１１６０

喜多郡
内子町
立石天
神上
（次の
図のと
おり）

土石流 日浦谷
川
３８５－
１１６０

喜多郡
内子町
立石天
神上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

大洲土木事務所及び内子町に備えて一般の縦覧に供する。）

�愛媛県告示第２００号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項及び第８条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成２１年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

寄松ｅ
２０３－
�－１５
４�

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

寄松ｅ
２０３－
�－１５
４�

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

寄松Ｂ
２０３－
�－２０
３０�

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

寄松Ｂ
２０３－
�－２０
３０�

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

薬師谷
Ｄ
２０３－
�－２０
３９�

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

薬師谷
Ｄ
２０３－
�－２０
３９�

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上保田
Ｃ
２０３－
�－２０
４２�

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上保田
Ｃ
２０３－
�－２０
４２�

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

保田２１
－８
２０３－
�－９
�

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

保田２１
－８
２０３－
�－９
�

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

寄松２０
－３
２０３－
�－９６
�

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

寄松２０
－３
２０３－
�－９６
�

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

保田２１
－３
２０３－
�－９９
�

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

保田２１
－３
２０３－
�－９９
�

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

保田２１
－６
２０３－
�－１０
２�

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

保田２１
－６
２０３－
�－１０
２�

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

薬師谷
２３－２
２０３－
�－１０
６�

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

薬師谷
２３－２
２０３－
�－１０
６�

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

祝森２４
－６
２０３－
�－１１
８�

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

祝森２４
－６
２０３－
�－１１
８�

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

川内川
２０３－
１０９２－
１

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 川内川
２０３－
１０９２－
１

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

川内川
２０３－
１０９２－
２

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 川内川
２０３－
１０９２－
２

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

川内川
２０３－
１０９２－
３

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 川内川
２０３－
１０９２－
３

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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川内川
２０３－
１０９２－
４

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 川内川
２０３－
１０９２－
４

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

川内川
２０３－
１０９２－
５

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 川内川
２０３－
１０９２－
５

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寄松川
２０３－
１０９５－
１

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 寄松川
２０３－
１０９５－
１

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寄松川
２０３－
１０９５－
２

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 寄松川
２０３－
１０９５－
２

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

万年川
２０３－
１０９６－
１

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 万年川
２０３－
１０９６－
１

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

万年川
２０３－
１０９６－
２

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 万年川
２０３－
１０９６－
２

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

伊勢田
川
２０３－
１０９８

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 伊勢田
川
２０３－
１０９８

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

片川
２０３－
１１００－
１

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 片川
２０３－
１１００－
１

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

片川
２０３－
１１００－
２

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 片川
２０３－
１１００－
２

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

片川
２０３－
１１００－
３

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 片川
２０３－
１１００－
３

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

片川
２０３－
１１００－
４

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 片川
２０３－
１１００－
４

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西片川
２０３－
１１０１－
１

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 西片川
２０３－
１１０１－
１

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西片川
２０３－
１１０１－
２

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 西片川
２０３－
１１０１－
２

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大黒川
２０３－
１１０２

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 大黒川
２０３－
１１０２

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

石水川
２０３－
１１０４

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 石水川
２０３－
１１０４

宇和島
市川内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中ノ谷
川
２０３－
１１０７－
１

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 中ノ谷
川
２０３－
１１０７－
１

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中ノ谷
川
２０３－
１１０７－
２

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 中ノ谷
川
２０３－
１１０７－
２

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南上保
田川
２０３－
１１０８

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 南上保
田川
２０３－
１１０８

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

松ヶ鼻
川
２０３－
１１１０

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 松ヶ鼻
川
２０３－
１１１０

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中祝森
川
２０３－
１１１３

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 中祝森
川
２０３－
１１１３

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下草木
川
２０３－
１１１６－
１

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 下草木
川
２０３－
１１１６－
１

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下草木
川
２０３－
１１１６－
２

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 下草木
川
２０３－
１１１６－
２

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東草木
川
２０３－
１１１７

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 東草木
川
２０３－
１１１７

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

成信東
川
２０３－
１１２０

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 成信東
川
２０３－
１１２０

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下柿木
川
２０３－
１１２１－
１

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 下柿木
川
２０３－
１１２１－
１

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下柿木
川
２０３－
１１２１－
２

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 下柿木
川
２０３－
１１２１－
２

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

石丸川
２０３－
１１２４－
３

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 石丸川
２０３－
１１２４－
３

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

石丸川
２０３－
１１２４－
４

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 石丸川
２０３－
１１２４－
４

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

成川川
２０３－
１１２５－
１

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 成川川
２０３－
１１２５－
１

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

成川川
２０３－
１１２５－
２

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 成川川
２０３－
１１２５－
２

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

成川川
２０３－
１１２５－
３

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 成川川
２０３－
１１２５－
３

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西内屋
谷川
２０３－
１１２６

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 西内屋
谷川
２０３－
１１２６

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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上友岡
附川
２０３－
１１２８－
１

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 上友岡
附川
２０３－
１１２８－
１

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上友岡
附川
２０３－
１１２８－
３

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 上友岡
附川
２０３－
１１２８－
３

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中友岡
附川
２０３－
１１２９

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 中友岡
附川
２０３－
１１２９

宇和島
市保田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

五郎丸
川
２０３－
１１３１

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 五郎丸
川
２０３－
１１３１

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

静愁川
２０３－
１１３５－
１

宇和島
市三浦
東（次
の図の
とお
り）

土石流 静愁川
２０３－
１１３５－
１

宇和島
市三浦
東（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

静愁川
２０３－
１１３５－
２

宇和島
市三浦
東（次
の図の
とお
り）

土石流 静愁川
２０３－
１１３５－
２

宇和島
市三浦
東（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

石神北
川
２０３－
１１３７－
１

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 石神北
川
２０３－
１１３７－
１

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

石神北
川
２０３－
１１３７－
２

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 石神北
川
２０３－
１１３７－
２

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東石引
川
２０３－
１１３８

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 東石引
川
２０３－
１１３８

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西寄松
川
２０３－
１１３９

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 西寄松
川
２０３－
１１３９

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西石引
川
２０３－
２０２６

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 西石引
川
２０３－
２０２６

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

石引川
２０３－
２０２７

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 石引川
２０３－
２０２７

宇和島
市寄松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び宇和島市に備えて一般の縦覧に供する。）

�愛媛県告示第２０１号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成２１年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

下阿瀬
部川
２０３－
１１１２

宇和島
市祝森
（次の
図のと
おり）

土石流

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び宇和島市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

四国中央市三島土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・中洲地区）の施行

を平成２１年２月５日認可した。

平成２１年２月１３日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

�������
�愛媛県告示第２０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・藪の本地区）の

施行を平成２１年２月５日認可した。

平成２１年２月１３日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

�������
�愛媛県告示第２０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・中井手地区）の

施行を平成２１年２月５日認可した。

平成２１年２月１３日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

�愛媛県告示第２０５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２１年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第１６１５９号 平成１９年
８月８日 将建設 御手洗将貴 松山市青葉台１０－１ 平成２１年

１月７日
大工工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２１年２月１３日 第２０３９号

１２５
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�愛媛県告示第２０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市柳沢甲１５６３番地先から

同市柳沢乙１４８２番１地先まで

旧 ４．５～９．１ ０．１４４

新 ９．０～１３．０ ０．１４３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市柳沢甲１５６３番地先から

同市柳沢乙１４８２番１地先まで
平成２１年２月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 串内子線
大洲市柳沢甲７５１番６から

同市柳沢甲１４３３番１３まで

旧 ４．０～８．０ ０．０４９

新 ４．２～２３．０ ０．０４９

（般－１８）第６２１２号 平成１８年
６月２０日 �玉井建設 玉井 昌三 松山市河野別府２８７ 平成２１年

１月９日

建築工事業、大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業、屋根工事業
タイル・れんが・ブロツク
工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業、板金工事業
ガラス工事業、塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
熱絶縁工事業、建具工事業

建設業の廃止

（般－１７）第１５８８４号 平成１８年
１月２０日 大成フューチャーズ� 山本 司 松山市大街道１－１－４ 平成２１年

１月２０日

建築工事業、大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロツク
工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般－１６）第２９６６号 平成１７年
３月２０日 久米設備� 泉 皓 松山市南久米町２４６ 平成２１年

１月２０日
土木工事業、管工事業
水道施設工事業
消防施設工事業

建設業の廃止

（般－１６）第３０３３号 平成１７年
３月１６日 �タガ 澤田 有馬 松山市六軒家町３－２０ 平成２１年

１月２７日 とび・土工工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１９）第１１５２６号 平成１９年
５月３０日 �グレイス 村上 彰 松山市辻町１４－３２ 平成２１年

１月２９日
建築工事業
内装仕上工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２１年２月１３日 第２０３９号

１２６
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２１年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県基幹ネットワークシステム運用管理・利用支援業務の

委託

� 委託業務名及び数量

庁内ＬＡＮシステム運用管理・利用支援業務 一式

農業土木システム運用管理・利用支援業務 一式

土木システム運用管理・利用支援業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

知事が指定する場所

� 入札方法

� この入札は、愛媛県電子入札運用基準に基づき、所定の手

続きにより紙入札を承諾した場合を除き、入札書の提出、開

札等の行為を電子入札システムにより行う。

なお、電子入札システムの利用者登録を行っていない入札

参加資格者が応札する場合は、紙入札を行うものとする。

� 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２０年度、平成２１年度及び平成２２年度の

製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認め

られた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度のネットワークシステム運用管理業務の実

績を有し、委託業務について、適切かつ迅速に履行し得る体制

が整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県企画情報部管理局情報政策課ネットワーク運営係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２８９

� 入札書の受領期限

電子入札による場合は、平成２１年３月２５日（水）午前９時か

ら平成２１年３月２６日（木）午後５時まで。

紙入札による場合は、開札の日時に開札の場所へ持参して提

出、若しくは平成２１年３月２６日（木）午後５時３０分までに�に
掲げる場所に郵送すること。

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

�愛媛県告示第２０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 串内子線
大洲市柳沢甲７５１番６から

同市柳沢甲１４３３番１３まで
平成２１年２月１３日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
大洲市肱川町山鳥坂３８５７番２から

同市肱川町山鳥坂４２７８番６まで
平成２１年２月１３日

愛 媛 県 報平成２１年２月１３日 第２０３９号

１２７



平成２１年３月２７日（金）午後２時

愛媛県庁本館１階 企画情報部管理局情報政策課システム設

計室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認

申請書（以下「確認申請書」という。）を知事に提出し、入札

参加資格の確認を受けること。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 確認申請書の受領期限

電子入札による場合は、平成２１年２月１３日（金）午前９時

から平成２１年３月１８日（水）午後５時まで。

紙入札による場合は、平成２１年３月１８日（水）午後５時ま

でに３の�に掲げる場所へ持参して提出、若しくは郵送する
こと。

イ 郵便等による確認申請書の取扱い

郵便等により確認申請書を提出する場合は、平成２１年３月

１８日（水）午後５時までに、３の�に掲げる場所に必着のこ
と。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛

媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落

札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Operation management・Use support service for Administrative

Affairs Local Area Network，１ set

Operation management・Use support service for Agricultural

Engineering System，１ set

Operation management・Use support service for Public Works

System，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２７March ２００９

� For further information， please contact： Network

Management Section， Information Pol icy Divis ion，

Administrative Subdepartment，Planning and Information

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２２８９

平成２１年２月１３日 発行

愛 媛 県 報平成２１年２月１３日 第２０３９号

１２８


